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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和７年２月１３日（木）午前１０時 １分 開会 

              午前１０時５８分 閉会 

 

１．場所 

  第一委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 西 谷 知 美 副委員長 塚 本  崇  委  員 村 上 英 明 

  委  員 増 永 和 起 委  員 光 好 博 幸   

  議  長 三 好 義 治  副 議 長 香 川 良 平 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

副市長 山 本 和 憲  総務部長 石原幸一郎 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 荒 井 陽 子 事務局次長 森 口 雅 志 

事務局次長代理 香 山 叔 彦  事務局総括主査 仲 野 太 朗 

 

１．案件 

令和７年第１回定例会審議日程及び議事日程について 
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（午前１０時１分 開会） 

○西谷知美委員長 ただいまから、議会運

営委員会を開会します。 

 まず、理事者から挨拶を受けることにし

ます。 

 山本副市長。 

○山本副市長 おはようございます。本日

はお忙しい中、議会運営委員会を開催いた

だきまして、ありがとうございます。 

 来る２月１７日から開会を予定してお

られます令和７年第１回摂津市議会定例

会におきまして、予算案件といたしまして

１３件、人事案件といたしまして１件、条

例案件といたしまして２１件、その他の案

件といたしまして３件、計３８件の議案を

提出させていただくことになります。 

 それぞれの案件の概要につきましては、

この後、総務部長から説明をさせていただ

きますのでよろしくお願いいたします。 

 簡単ではございますが、挨拶とさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

○西谷知美委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、村上委員

を指名します。 

 それでは、第１回定例会の提出議案につ

いて、概略説明をお願いいたします。 

 総務部長。 

○石原総務部長 それでは、令和７年第１

回市議会定例会提出案件の概略説明をさ

せていただきます。 

 まず初めに、議案第１号から議案第８号

までは、各会計の令和７年度当初予算でご

ざいます。 

 まず、議案第１号、令和７年度摂津市一

般会計予算でございます。令和７年度当初

予算額は５１７億円で、令和６年度当初予

算額４５７億５，０００万円と比べ５９億

５，０００万円、１３．０％の増となって

おります。 

 次に、議案第２号、令和７年度摂津市水

道事業会計予算でございます。収益的収入

は２１億７，６７８万３，０００円で、前

年度に比べ３，１９０万２，０００円、１．

５％の増となっております。 

 収益的支出は、２０億８，８０２万３，

０００円で、前年度に比べ６，０１１万７，

０００円、３．０％の増となっております。 

 資本的収入は、３億５，３１５万円で、

前年度に比べ１億８，７０５万円、３４．

６％の減となっております。 

 資本的支出は、１１億９，８１３万２，

０００円で、前年度に比べ１億２，７６９

万１，０００円、９．６％の減となってお

ります。 

 その結果、収入合計は２５億２，９９３

万３，０００円で、前年度に比べ１億５，

５１４万８，０００円、５．８％の減とな

っております。 

 支出合計は、３２億８，６１５万５，０

００円で、前年度に比べ６，７５７万４，

０００円、２．０％の減となっております。 

 次に、議案第３号、令和７年度摂津市下

水道事業会計予算でございます。 

 収益的収入は、３８億７，７９６万６，

０００円で、前年度に比べ９，４８６万４，

０００円、２．４％の減となっております。 

 収益的支出は、３７億６，５３３万８，

０００円で、前年度に比べ９，６５８万３，

０００円、２．５％の減となっております。 

 資本的収入は、１５億１１８万円で、前

年度に比べ１１億１，６２９万４，０００

円、４２．６％の減となっております。 

 資本的支出は、２５億５，０７７万９，

０００円で、前年度に比べ１２億７，７８

５万９，０００円、３３．４％の減となっ

ております。 
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 その結果、収入合計は、５３億７，９１

４万６，０００円で、前年度に比べ１２億

１，１１５万８，０００円、１８．４％の

減となっております。 

 支出合計は、６３億１，６１１万７，０

００円で、前年度に比べ１３億７，４４４

万２，０００円、１７．９％の減となって

おります。 

 次に、議案第４号、令和７年度摂津市国

民健康保険特別会計予算でございます。 

 当初予算額は、８８億７，５０３万６，

０００円で、前年度に比べ６億８０２万３，

０００円、６．４％の減となっております。 

 次に、議案第５号、令和７年度摂津市財

産区財産特別会計予算でございます。 

 当初予算額は、１５億３，０２８万２，

０００円で、前年度に比べ３，９８４万６，

０００円、２．７％の増となっております。 

 次に、議案第６号、令和７年度摂津市パ

ートタイマー等退職金共済特別会計予算

でございます。 

 当初予算額は、１，１４２万３，０００

円で、前年度に比べ３４万７，０００円、

２．９％の減となっております。 

 次に、議案第７号、令和７年度摂津市介

護保険特別会計予算でございます。 

 当初予算額は、８１億２，０８５万７，

０００円で、前年度に比べ３億４，７１７

万９，０００円、４．５％の増となってお

ります。 

 次に、議案第８号、令和７年度摂津市後

期高齢者医療特別会計予算でございます。 

 当初予算額は、１６億７，５４６万７，

０００円で、前年度に比べ５，２４３万４，

０００円、３．２％の増となっております。 

 続きまして、議案第９号から議案第１３

号までは、令和６年度の各会計の補正予算

で、年度末を控え、決算を見込みながら不

用額を整理するほか、一部増額補正を行う

など、予算調整を図っております。 

 まず、議案第９号、令和６年度摂津市一

般会計補正予算（第１０号）でございます。 

 本件は、現計予算額４７７億６，６５１

万９，０００円から、６億１６８万２，０

００円を減額し、補正後の予算額を４７１

億６，４８３万７，０００円とするもので

ございます。 

 継続費の補正では、千里丘小学校建設事

業の年割額を変更するものでございます。 

 繰越明許費の補正では、出産・子育て応

援給付金事業など４事業を追加しており

ます。 

 地方債の補正では、市立身体障害者・老

人福祉センター外壁等改修事業など１０

事業の限度額を変更するものでございま

す。 

 次に、議案第１０号、令和６年度摂津市

水道事業会計補正予算（第４号）でござい

ます。 

 収益的収入では、既決額２１億４，４８

８万１，０００円から、１，４０７万７，

０００円を減額し、補正後の予算額を２１

億３，０８０万４，０００円。収益的支出

では、既決額２０億２，９５３万８，００

０円から、１，０９５万２，０００円を減

額し、補正後の予算額を２０億１，８５８

万６，０００円。資本的収入では、既決額

５億４，６９６万６，０００円から、１，

４７７万２，０００円を減額し、補正後の

予算額を５億３，２１９万４，０００円、

資本的支出では、既決額１３億３，８８４

万１，０００円から、２，９２９万２，０

００円を減額し、補正後の予算額を１３億

９５４万９，０００円とするものでござい

ます。 

 企業債の補正では、施設改修事業の限度
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額を変更するものでございます。 

 次に、議案第１１号、令和６年度摂津市

下水道事業会計補正予算（第３号）でござ

います。 

 収益的収入では、既決額３９億７，４７

７万円から、２億３，０６３万１，０００

円を減額し、補正後の予算額を３７億４，

４１３万９，０００円。収益的支出では、

既決額３８億４，７４９万９，０００円か

ら、２億５，２８６万円を減額し、補正後

の予算額を３５億９，４６３万９，０００

円、資本的収入では、既決額２６億１，７

４７万４，０００円から、１，７５０万円

を減額し、補正後の予算額を２５億９，９

９７万４，０００円。資本的支出では、既

決額３８億３，６４３万６，０００円から、

３，６５３万円を減額し、補正後の予算額

を３７億９，９９０万６，０００円とする

ものでございます。 

 企業債の補正では、公共下水道事業など

２事業の限度額を変更するものでござい

ます。 

 次に、議案第１２号、令和６年度摂津市

国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

でございます。 

 本件は、現計予算額９４億７，４３３万

５，０００円に２，０６０万７，０００円

を追加し、補正後の予算額を９４億９，４

９４万２，０００円とするものでございま

す。 

 次に、議案第１３号、令和６年度摂津市

介護保険特別会計補正予算（第４号）でご

ざいます。 

 本件は、現計予算額７９億５，６９１万

３，０００円に２億８０万２，０００円を

追加し、補正後の予算額を８１億５，７７

１万５，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第１４号は、教育委員会委員

の任命について同意を求める件でござい

ます。 

 本件は教育委員会委員の福元実氏の任

期満了に伴い、引き続き同氏を任命するこ

とについて、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第２項の規定により、

議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、議案第１５号は、刑法等の一部を

改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例制定の件でございます。 

 本件は、刑法等の一部を改正する法律の

施行に伴い、関係する条例１１本について

所要の整備を行うものでございます。 

 その内容は、関係条例１０本の懲役及び

禁錮を拘禁刑とするものでございます。そ

のほかに、摂津市有功者表彰条例を廃止す

るものでございます。 

 なお、施行日は令和７年６月１日といた

しております。 

 次に、議案第１６号は、摂津市協働のま

ちづくり推進条例制定の件でございます。 

 本件は、少子高齢化等により、自治会、

町会等の地域コミュニティが希薄化し、ま

た、地域課題、市民ニーズも複雑・多様化

しており、行政だけでは市民や地域の実情

に応じたきめ細やかな対応や課題の解決

をすることが難しくなってきており、これ

からの地域社会においては、市民公益活動

団体や事業者など、多様な担い手と行政が

連携していくことが必要となってきます。 

 そのため、市民、地域コミュニティ団体、

市民公益活動団体、事業者及び市の役割を

明らかにするとともに、協働のまちづくり

の推進に関する基本原則や施策の基本と

なる事項を定めることにより、協働のまち

づくりを総合的かつ計画的に推進するた

め制定するものでございます。 

 その主な内容は、市民、地域コミュニテ
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ィ団体、市民公益活動団体、事業者、市の

役割を定め、協働のまちづくり推進計画の

策定、また、協働のまちづくり推進委員会

の設置などの規定を設けております。 

 なお、施行日は令和７年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第１７号は、摂津市乳児等通

園支援事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例制定の件でございます。 

 本件は、児童福祉法の改正に伴い、乳児

等通園支援事業の実施について、設備及び

運営の基準を定めるものでございます。 

 その主な内容は、乳児等通園支援事業の

区分について、一般型乳児等通園支援事業

及び余裕活用型乳児等通園支援事業とす

るもので、一般型乳児等通園支援事業とは、

余裕活用型乳児等通園支援事業に該当し

ないものでございます。余裕活用型乳児等

通園支援事業とは、保育所、認定こども園

または居宅訪問型保育事業を除く家庭的

保育事業等を行う事業所において、利用児

童数が利用定員の総数に満たしていない

場合に、利用定員の総数から利用児童数を

除いた数以下の数の乳幼児を対象として

行う事業をいうものでございます。 

 なお、施行日は令和７年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第１８号は、摂津市附属機関

に関する条例の一部を改正する条例制定

の件でございます。 

 本件は、摂津市総合計画審議会の名称を

変更するため、所要の改正を行うものでご

ざいます。 

 その内容は、摂津市総合計画審議会の名

称を、摂津市行政経営戦略審議会に変更す

るものでございます。 

 なお、施行日は令和７年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第１９号は、摂津市副市長の

定数を定める条例の一部を改正する条例

制定の件でございます。 

 本件は、副市長の定数を変更するため、

所要の改正を行うものでございます。 

 その内容は、副市長の定数を２人から１

人に変更するものでございます。 

 なお、施行日は令和７年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第２０号は、摂津市職員の勤

務時間、休暇等に関する条例及び摂津市職

員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例制定の件でございます。 

 本件は、育児休業、介護休業等、育児ま

たは家族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律の改正に伴い、所要の改正を行うも

のでございます。 

 その主な内容は、時間外勤務の免除を請

求できる要件を見直し、対象となる職員の

子の範囲を３歳に達しない子から、小学校

就学の始期に達するまでの子に拡大する

ものでございます。また、仕事と介護の両

立支援制度を利用しやすくするために勤

務環境の整備を行うものでございます。 

 なお、施行日は令和７年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第２１号、摂津市会計年度任

用職員の勤務条件等に関する条例の一部

を改正する条例制定の件でございます。 

 本件は、地域手当、期末手当及び勤勉手

当の支給割合の改定等を行うため、所要の

改正を行うものでございます。 

 その主な内容について、地域手当につい

ては、支給割合を１００分の６から１００

分の１２とするものですが、令和７年度か

ら令和９年度までは経過措置として、１０

０分の１２を超えない範囲内で規則で定

める割合とするものでございます。 



- 6 - 

 

 期末手当については、令和７年度以降の

６月期及び１２月期の支給割合をそれぞ

れ１００分の１２５と平準化するもので

ございます。 

 勤勉手当については、令和７年度以降の

６月期及び１２月期の支給割合をそれぞ

れ１００分の１０５と平準化するもので

ございます。 

 また、給料及び月額により定める基本報

酬の支給方法を翌月から当月に変更する

ものでございます。 

 なお、施行日は令和７年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第２２号は、公益的法人等へ

の摂津市職員の派遣等に関する条例の一

部を改正する条例制定の件でございます。 

 本件は、派遣職員に給与を支給できるよ

うにするため所要の改正を行うものでご

ざいます。 

 その内容は、給料、扶養手当、地域手当、

住居手当及び期末手当を給与に改めるも

のでございます。 

 なお、施行日は令和７年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第２３号、摂津市特別職の職

員の給与に関する条例及び摂津市議会議

員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例制定の件でござ

います。 

 本件は、特別職の職員及び議会議員の期

末手当の支給割合を改定するため、所要の

改正を行うものでございます。 

 その内容は、特別職の職員及び議会議員

の期末手当について、令和７年度以降の６

月期及び１２月期の支給割合をそれぞれ

１００分の２０２．５と平準化するもので

ございます。 

 なお、施行日は令和７年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第２４号は、摂津市一般職の

職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例制定の件でございます。 

 本件は、地域手当、期末手当及び勤勉手

当の支給割合の改定等を行うため、所要の

改正を行うものでございます。 

 その主な内容について、扶養手当のうち、

配偶者に係る扶養手当は１級から７級の

職員が６，５００円、８級の職員が３，５

００円としているものを廃止するもので

すが、令和７年度は、１級から７級の職員

を３，０００円とするものでございます。 

 子に係る扶養手当は月額を１万円から

１万３，０００円とするものですが、令和

７年度は１万１，５００円とするものでご

ざいます。 

 地域手当については、支給割合を１００

分の６から１００分の１２とするもので

すが、令和７年度から令和９年度までは経

過措置として、１００分の１２を超えない

範囲で規則で定める割合とするものでご

ざいます。 

 管理職員特別勤務手当については、週休

日等以外の日の対象時間帯を午前０時か

ら午前５時までの間から、午後１０時から

翌日の午前５時までの間とするものでご

ざいます。 

 一般職の職員の期末手当については、令

和７年度以降の６月期及び１２月期の支

給割合をそれぞれ１００分の１２５と、定

年前再任用短時間勤務職員は、１００分の

７０と、特定任期付職員は、１００分の９

５と平準化するものでございます。 

 一般職の職員の勤勉手当については、令

和７年度以降の６月期及び１２月期の支

給割合をそれぞれ１００分の１０５と、定

年前再任用短時間勤務職員は１００分の
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５０と、特定任期付職員は１００分の８７．

５と平準化するものでございます。 

 特定任期付職員の特定任期付職員業績

手当については、廃止をするとともに、勤

勉手当については、支給対象とするもので

ございます。 

 住居手当については、定年前再任用短時

間勤務職員を支給対象とするものでござ

います。 

 なお、施行日は、令和７年４月１日とい

たしております。 

 次に、議案第２５号は、摂津市職員の退

職手当に関する条例の一部を改正する条

例制定の件でございます。 

 本件は、雇用保険法の改正に伴い、所要

の改正を行うものでございます。 

 その内容は、就業促進手当のうち、就業

手当の廃止及び就業促進定着手当の給付

上限引下げを行うものでございます。 

 また、地域延長給付の暫定措置を令和６

年度末から令和８年度末まで延長するも

のでございます。 

 なお、施行日は、令和７年４月１日とい

たしております。 

 次に、議案第２６号は、摂津市税条例の

一部を改正する条例制定の件でございま

す。 

 本件は、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法

律の改正に伴い、所要の改正を行うもので

ございます。 

 その内容は、同法の項ずれに伴い、引用

箇所の整備を行うものでございます。 

 なお、施行日は、令和７年４月１日とい

たしております。 

 次に、議案第２７号は、摂津市特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例制定の件でございます。 

 本件は、特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準の改正に伴

い、所要の改正を行うものでございます。 

 その主な内容は、市長は、特定地域型保

育事業者による保育内容支援の提供に係

る連携施設の確保が著しく困難と認める

場合であって、一定の要件を満たすと認め

るときは、当該連携施設を確保しないこと

ができることとするものでございます。 

 また、市長は、特定地域型保育事業者に

よる代替保育の提供に係る連携施設の確

保が困難であると認める場合であって、一

定の要件を満たすと認めるときは、当該連

携施設を確保しないことができることと

するものでございます。 

 なお、施行日は令和７年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第２８号は、摂津市家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定の

件でございます。 

 本件は、家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準の改正に伴い、所要の改正

を行うものでございます。 

 その主な内容は、市長が家庭的保育事業

者等による保育内容支援の提供に係る連

携施設の確保が著しく困難と認める場合

であって、一定の要件を満たすと認めると

きは、当該連携施設を確保しないことがで

きることとするものでございます。 

 また、市長は、家庭的保育事業者等によ

る代替保育の提供に係る連携施設の確保

が困難であると認める場合であって、一定

の要件を満たすと認めるときは、当該連携

施設を確保しないことができることとす

るものでございます。 
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 また、家庭的保育事業者等の利用乳幼児

に対する食事の提供を家庭的保育事業所

等外で調理し、搬入する方法により行う際

に求めている栄養士による必要な配慮を

栄養士または管理栄養士による必要な配

慮とするものでございます。 

 なお、施行日は、令和７年４月１日とい

たしております。 

 次に、議案第２９号は、摂津市地域包括

支援センターの包括的支援事業の実施に

関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例制定の件でございます。 

 本件は、介護保険法施行規則の改正に伴

い、所要の改正を行うものでございます。 

 その内容は、地域包括支援センターの職

員の員数について、常勤専任によるものか

ら、地域包括支援センター運営協議会が認

めた場合、常勤換算方法によることを可能

とするものでございます。 

 また、地域包括支援センター運営協議会

が必要と認めた場合、地域包括支援センタ

ーが担当する複数区域の高齢者数の合計

数に応じて、３職種を配置すれば、それぞ

れの地域包括支援センターの配置基準を

満たすものとするものでございます。 

 なお、施行日は、公布の日といたしてお

ります。 

 次に、議案第３０号は、摂津市環境の保

全及び創造に関する条例の一部を改正す

る条例制定の件でございます。 

 本件は、建築基準法の改正に伴い、所要

の改正を行うものでございます。 

 その内容は、同法の号ずれに伴い、引用

箇所の整備を行うものでございます。 

 なお、施行日は令和７年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第３１号は、摂津市高齢者、

障害者等の移動等の円滑化のために必要

な特定公園施設の設備に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例制定の件

でございます。 

 本件は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律施行令の改正に

伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 その内容は、同令の条ずれに伴い引用箇

所の整備を行うものでございます。 

 なお、施行日は、令和７年６月１日とい

たしております。 

 次に、議案第３２号、摂津市企業職員の

給与の種類及び基準に関する条例の一部

を改正する条例制定の件でございます。 

 本件は、配偶者及び子に係る扶養手当の

支給額の改定等を行うため、所要の改正を

行うものでございます。 

 その主な内容について、扶養手当につい

ては、配偶者に係る扶養手当を廃止するも

のですが、令和７年度は、一般職の職員の

扶養手当と同様とするものでございます。 

 管理職員特別勤務手当については、週休

日等以外の日の対象時間帯を午前０時か

ら午前５時までの間から、午後１０時から

翌日の午前５時までの間とするものでご

ざいます。 

 特定任期付職員の特定任期付職員業績

手当については、廃止をするとともに、勤

勉手当については、支給対象とするもので

ございます。 

 また、住居手当について、定年前再任用

短時間勤務職員を支給対象とするもので

ございます。 

 なお、施行日は令和７年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第３３号は、摂津市布設工事

監督者を配置する水道の布設工事並びに

布設工事監督者及び水道技術管理者の資

格を定める条例の一部を改正する条例制
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定の件でございます。 

 本件は、水道法施行令及び水道法施行規

則の改正に伴い、所要の改正を行うもので

ございます。 

 その内容は、布設工事監督者及び水道技

術管理者の資格要件について、大学等で修

めた課程や実務経験の年数及び範囲の拡

大を行うものでございます。 

 なお、施行日は令和７年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第３４号は、摂津市下水道条

例の一部を改正する条例制定の件でござ

います。 

 本件は、排水設備工事責任技術者の配置

基準の見直し等に伴い、所要の改正を行う

ものでございます。 

 その主な内容は、排水設備工事責任技術

者を営業所ごとに専属する者から選任す

る者とするものでございます。下水の排除

に係臭気について、悪臭防止法による濃度

規制または臭気指数による規制が可能で

あるため、臭気に関する規定を削除するも

のでございます。 

 特定事業場に該当しない除外施設にも

管理責任者の規定を適用できるように条

文の明確化を図るものでございます。 

 なお、施行日は、令和７年４月１日とい

たしております。 

 次に、議案第３５号は、摂津市非常勤消

防団員に係る退職報償金の支給に関する

条例の一部を改正する条例制定の件でご

ざいます。 

 本件は、消防団員等公務災害補償等責任

共済等に関する法律施行令の改正に伴い

所要の改正を行うものでございます。 

 その内容は、非常勤消防団員の処遇改善

を図るため、消防団員退職報償金に、新た

に階級ごとの勤務年数区分３５年以上を

追加するものでございます。 

 なお、施行日は、令和７年４月１日とい

たしております。 

 続きまして、議案第３６号は、工事請負

契約変更の件でございます。 

 本件は、工事請負契約の変更契約を締結

することについて、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得または処分に関する

条例第２条の規定により、議会の議決を求

めるものでございます。 

 変更契約の内容でございますが、ＮＴＴ

インフラネット株式会社西日本事業本部

関西事業部との千里丘駅西地区第一種市

街地再開発事業に伴う電線共同溝工事委

託の契約金額を４，３１７万２，８００円

減額し、２億３，９６２万２，９００円に

変更するものでございます。 

 次に、議案第３７号は、市道路線認定の

件でございます。 

 本件は、東正雀３０号線など、９路線を

市道路線として認定することについて、道

路法第８条第２項の規定により、議会の議

決を求めるものでございます。 

 最後に、議案第３８号は、市道路線廃止

の件でございます。 

 本件は、鳥飼八防２０号線など、２路線

を廃止することについて、道路法第１０条

第３項において準用する同法第８条第２

項の規定により、議会の議決を求めるもの

でございます。 

 以上、令和７年第１回定例会提出案件の

概略説明とさせていただきます。 

○西谷知美委員長 説明が終わりました。 

 この際、何か質問があればお受けします。 

 塚本副委員長。 

○塚本崇委員 １件だけお伺いしたいと

思っています。議案第３６号に関してなん

ですが、日程、その他を見ると、議会の議
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決に付すべき件というのは分かるんです

が、そもそも最初の契約の時点では、委員

会付託されたと記憶しています。今回、即

決案件として提案されたということの経

緯について、お分かりになる範囲で教えて

ください。 

○西谷知美委員長 森口局次長。 

○森口事務局次長 こちらの工事請負契

約変更の件ですけれども、副委員長がおっ

しゃったように、当初、委員会付託を行っ

た事案でございます。通常、工事契約とい

うのは即決で行うものなんですけれども、

こちらの案件に関しては、当時、いろんな

事情を勘案して、委員会付託をするという

ことで決定をいただきました。、今回、変

更契約というところで、あらかじめ原課と

も相談をさせてもらいまして、原課から議

会にも相談をいただいき、その過程を踏ん

で、今回即決で行うことを決定したもので

ございます。 

 以上でございます。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 

○西谷知美委員長 追加質問なしという

ことで。 

 ほかにいかがでしょう。 

 議長。 

○三好義治議長 議案第３５号の印刷製

本を見ていると、一行ずらすだけで、裏の

ページで全部項目から見れる。そういう配

慮をしてもらえないか。ページをめくった

ら次の候補が分からないから。これは訂正

は利くきくんかな。 

○西谷知美委員長  暫時休憩します。 

（午前１０時３７分 休憩） 

（午前１０時３８分 再開） 

〇西谷知美委員長 議会運営委員会を再

開します。石原総務部長。 

○石原総務部長 ただいま御指摘のあり

ました議案第３５号につきましては、１ペ

ージ目の勤務年数のところを２ページ目

に記載をしまして、分かりやすい議案に訂

正させていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○西谷知美委員長 それでは、期日までに

差し替えをよろしくお願いいたします。 

 ほかに御質問がないようですので、以上

で質問を終わります。 

 理事者の皆さんは退席いただいて結構

です。暫時休憩します。 

（午前１０時１２分 休憩） 

（午前１０時１３分 再開） 

○西谷知美委員長 議会運営委員会を再

開します。 

 それでは、第１回定例会の審議日程及び

議事日程について、事務局から説明をお願

いします。 

 仲野総括主査。 

○仲野事務局総括主査 第１回定例会の

審議日程等の事務局案について説明申し

上げます。 

 まず、会期は２月１７日から３月２６日

までの３８日間でございます。 

 審議日程につきましては、本会議初日の

２月１７日は、令和７年度市政運営の基本

方針と、付託案件についての提案説明、即

決案件の審議でございます。 

 また、この日の午後５時１５分が議会議

案の届出締切りでございます。 

 ２月２０日の正午が代表質問の届出締

切りでございます。 

 ３月３日の本会議では、付託案件に対す

る質疑、委員会付託の後、４日にかけての

２日間が代表質問でございます。 

 ６日が、文教上下水道常任委員会及び民

生常任委員会、７日が総務建設常任委員会

と常任委員会の予備日。１０日、１１日及
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び１２日が常任委員会予備日。１３日が駅

前等再開発特別委員会でございます。 

 また、１２日の正午が一般質問の届出締

切りでございます。 

 ２４日が、議会運営委員会。 

 ２６日が、本会議で、一般質問に続き、

休会分の委員長報告、採決の後、議会議案

の審議となっております。 

 また、この日の本会議終了後、開催いた

だく議会運営委員会は、次の定例会の審議

日程の仮決定をお願いするものでござい

ます。 

 以上が、審議日程案でございます。 

 続きまして、２ページからの議事日程に

ついて説明申し上げます。 

 まず、２月１７日につきましては、日程

１は会期の決定でございます。 

 日程２は、令和７年度市政運営の基本方

針でございます。 

 日程３は、議案第１４号、教育委員会委

員の任命についての同意で、先ほどの協議

会の態度表明を基に簡易採決と備考欄に

記載いたします。 

 日程４は、議案第１号、令和７年度摂津

市一般会計予算など、付託案件の３４件で、

一括して提案説明を受けていただきます。 

 なお、質疑は後日となります。 

 日程５は、議案第３６号、工事請負契約

の変更の件で、即決でございます。 

 日程６は、議案第３７号、市道路線認定

の件で、即決でございます。 

 日程７は、議案第３８号、市道路線廃止

の件で、即決でございます。 

 ３月３日は、日程１は、議案第１号、令

和７年度摂津市一般会計予算など、付託案

件３４件で、質疑の後、所管の委員会の付

託となります。 

 日程２が、代表質問でございます。 

 ４日も代表質問でございます。 

 最終日、２６日につきましては、日程１、

一般質問の後、日程２が、議案第１号など、

委員会付託案件の３４件で、委員長報告、

採決となります。 

 以上が議事日程でございます。 

 次の議案付託表につきましては、総務建

設、文教上下水道、民生の各常任委員会と

議会運営委員会及び駅前等再開発特別委

員会で審査いただく案件でございます。 

 最後の所管別分割表につきましては、議

案第１号、令和７年度一般会計予算及び議

案第９号、令和６年度一般会計補正予算

（第１０号）について、付託された委員会

で審査いただく内容でございます。 

 以上、事務局案の説明といたします。 

○西谷知美委員長 ただいま事務局から

説明がございました。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西谷知美委員長 それでは、そのように

決定します。 

 次に、説明事項があります。事務局から

説明をお願いします。 

 仲野総括主査。 

○仲野事務局総括主査 写真撮影につい

て御説明させていただきます。 

 ２月１７日の本会議初日に、市長から令

和７年度市政運営の基本方針に関する説

明を受ける際、例年どおり、広報課より写

真撮影を行いたいとの申出があります。 

 また、３月３日、４日の代表質問時には、

議会だより第２３９号に、質問されている

様子の写真を掲載できるように印刷委託

先のカメラマンによって写真撮影を行い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○西谷知美委員長 次に、摂津市議会の個

人情報の保護に関する条例の改正につい
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てです。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

 香山事務局次長代理。 

○香山事務局次長代理 それでは、摂津市

議会の個人情報の保護に関する条例の改

正について御説明させていただきます。 

 本件につきましては、昨年７月の議会運

営委員会で刑法の一部改正に伴う罰則規

定の改正について御説明させていただき

ました。その後、執行部の条例とともに、

大阪検察庁へ確認依頼を行い、改正内容に

ついて問題ない旨の回答を得ております。

しかしながら、昨年、番号利用法の改正が

あり、本条例の一部で項ずれによる改正が

必要となりました。 

 つきましては、該当箇所について事務局

より説明させていただき、各会派へお持ち

帰りいただいた後、次回の本委員会で協

議・決定し、最終日に上程いただきたいと

考えておりますのでよろしくお願いいた

します。 

 それでは、番号利用法の改正に伴う部分

につきまして御説明申し上げます。 

 お手元の資料、摂津市議会の個人情報の

保護に関する条例（抄）の資料１ページ目

をご覧ください。 

 先ほど御説明いたしましたとおり、番号

利用法の改正に伴いまして、本条例第２条

第１０項に規定している法第２条第８項

の文言を、法第２条第９項に改めるもので

ございます。 

 その次の第６章、罰則以降は、刑法の改

正に伴うもので、既に説明済みのため、割

愛させていただきます。 

 ２ページ目を御覧ください。 

 附則といたしまして、刑法の改正に伴う

ものは、令和７年６月１日、番号利用法の

改正に伴うものは、同年４月１日より施行

することとしております。 

 以上、摂津市議会の個人情報の保護に関

する条例の改正の御説明とさせていただ

きます。 

○西谷知美委員長 説明が終わりました。 

 質問等がありましたらお受けします。 

 議長。 

○三好義治議長 これは参考資料ですが、

議会議案としての手続を教えてください。 

○西谷知美委員長 香山事務局次長代理。 

○香山事務局次長代理 ただいまの議長

の御質問にお答えさせていただきます。 

 今後の上程までの過程なんですけども、

まず改正内容自体はこの新旧対照表で確

認いただきまして、３月２４日に御協議、

決定いただきたいと考えております。 

 決定いただきましたら、改めて議会議案

としてこの条例改正案を御提示させてい

ただきますので、そちらを本会議最終日に

上程いただいて、議決いただきたいと考え

ております。 

 ですので、議会議案としては、この条文

をこう改めますというような形の内容で

上程いただくんですけども、今の段階では

新旧対照表で、現行はこうですけども、改

正後はこうなりますという形のほうが見

やすいこともございます。一旦この新旧対

照表で見ていただいて、御協議をいただき

たいと考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○西谷知美委員長 ほかに何か御質問は

ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○西谷知美委員長 それでは、本案件につ

きましては、各会派へお持ち帰りいただき

まして、次回の本委員会で協議、決定した

いと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 
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 最後に、協議事項についてです。 

 本委員会では、先月、滋賀県大津市で議

会におけるＤＸの取組を視察いたしまし

た。大津市議会では、聴覚障害者用モニタ

ーの設置や本会議における資料投影など、

様々な取組が進められておりました。 

 近年、各議会において、デジタル技術を

活用した取組が進められる中、本市議会に

おきましても、可能な範囲でＤＸの取組を

進めていく必要があると考えております。 

 そこで、大津市議会で実施されている取

組のうち、多額の費用を要しないものを一

覧にさせていただきました。本日は事務局

より資料の説明を受け、質疑の後、各会派

へお持ち帰りいただき、次回の本委員会で

方向性について決定したいと思います。 

 それでは事務局より説明を受けます。 

 仲野総括主査。 

○仲野事務局総括主査 それでは御説明

させていただきます。 

 お手元の資料、議会におけるＤＸの取組

についてを御覧ください。 

 まず１、オンライン委員会につきまして

は、費用面では、パソコンやスピーカー等

で約５０万円、運用面では要綱の整備が必

要となります。 

 課題事項としては、各議員の御自宅等で

スムーズに通信ができるかなどの問題が

挙げられます。 

 次に、２、聴覚障害者モニターにつきま

しては、費用面では、モニターや設置に伴

う工事費約１００万円、運用面では、要綱

等の整備はなしとなります。 

 課題事項としては、文字起こしで誤字・

脱字が見られるなど、精度が十分でないこ

とが挙げられます。 

 次に３、本会議での資料投影につきまし

ては、費用面で、事務局操作の場合はなし、

運用面では、要綱等の整備が必要となりま

す。 

 また、課題事項としましては、事務局と

の事前の打合せが必要となることが挙げ

られます。 

 以上、資料の説明とさせていただきます。 

○西谷知美委員長 説明が終わりました。 

 質問等がありましたらお受けいたしま

す。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 御説明ありがとうござ

います。確認で、次回の議会運営委員会ま

でに方向性を決定するという話なんです

けども、今の御説明を受けて、この三つの

中で、どれを採用、何を次回までに意見と

して持ってきたらいいのか、もう一度御説

明をお願いいたします。 

○西谷知美委員長 香山事務局次長代理。 

○香山事務局次長代理 ただいまの御質

問にお答えさせていただきます。 

 今回、費用が比較的かからないもので三

つ案件として挙げさせていただいており

ます。 

 この中で必ず三つとも優先順位をつけ

てやっていくっていうようなことではな

くて、一旦この中で摂津市議会としてもで

きそうなものというものを一つなり選ん

でいただいて、御協議いただきたいと考え

ております例えばですけども、１番が摂津

市議会としては必要なんじゃないか、ほか

は必要ないんじゃないかということで会

派内での御協議があれば、その旨を発表い

ただいて、皆さんでそのように御協議、決

定いただきましたら、１番のみだけ進めて

いくような形でしていただければと考え

ておりますので、必ず３つとも１番、２番、

３番みたいな優先順位をつけてやるので

はなくて、１番はやる、２番、３番はやら
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ないとか、そういった形でまた会派内でご

協議いただいて、次回また御協議いただけ

ればと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○西谷知美委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 理解しました。ありがと

うございます。 

○西谷知美委員長 ほかに何か質問ござ

いませんか。 

 増永委員。 

○増永和起委員 今、説明があった１番、

２番、３番について、やる、やらないを一

つ一つについて考えるということですよ

ね。１番はやります、２番はやりません、

３番はやりますとか、そういうふうな形で

考えていくということだと理解したんで

すけれども、それぞれ予算が必要となるも

のもありますし、要らないものもあります。

いろんな話合いを重ねていくということ

もあるんですけれども、最短でどれぐらい

から運用できるようなことを事務局とし

ては考えておられるか。費用が発生すれば、

今回の予算の中にそれが盛り込まれてい

けるようなものなのか、それとも、これは

これでまた別に補正予算案なり、また来年

度からになるのか、人手の問題もあると思

うので、その辺を説明いただきたいなと思

います。 

○西谷知美委員長 香山局次長代理。 

○香山事務局次長代理 ただいまの御質

問にお答えさせていただきます。 

 どういった流れかは、特にこの１番、２

番につきましては費用がかかってくるも

のになっております。これについては、議

会費の中で当然この予算は組んでおりま

せんので、新たに予算組みが必要になると

いうところもございます。もし１番、２番

で進めていくとなった場合につきまして

は、早くても令和８年度以降の話になるか

と考えております。それまでに予算の面で

あったり、あとは運用面につきましても一

定いろいろ御協議が必要なところが多々

ございますので、そういったところを１年

ぐらいかけて御協議いただいて、また予算

化していくというような形になるかと考

えております。 

 ３番につきましては、先ほど説明でもあ

りましたけども、事務局操作の場合は、費

用が発生しないということになっており

ます。もしこの事務局操作で進めていくと

いうことになった場合は、今後の協議にも

よりますけれども、早ければ６月議会から

運用も可能じゃないかと考えております。

ただ、運用面で少し疑義が生じたり、もう

少し検討が必要となった場合につきまし

ては、改選以降になる可能性もあるかと考

えております。 

 以上でございます。 

○西谷知美委員長 増永委員。 

○増永和起委員 ありがとうございます。

大津市議会でも、一回、試しにやってみた

みたいな話もお聞きしましたし、いろいろ

進めていく上では、今見えてない問題点と

かも出てくる可能性もあります。しっかり

した議論をしながら、やっていっても、も

うそれでずっとやるんだという形ではな

くて、ちょっといろいろ考えながら試行し

ていくみたいなことも含めてやっていっ

たほうがいいのかと思っています。 

 取りあえず持ち帰って、もうちょっと検

討したいと思います。ありがとうございま

す。 

○西谷知美委員長 ほかに何か御質問あ

る方はいらっしゃいませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○西谷知美委員長 では、以上で本委員会
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を閉会します。 

（午前１０時５８分 閉会） 
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